
提

出

者

佐

藤

謙

一

郎

平
成
十
四
年
六
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

〇

七

号

共
同
漁
業
権
の
権
利
者
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に
関
す
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質
問
主
意
書
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共
同
漁
業
権
の
権
利
者
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

こ
れ
ま
で
漁
業
権
の
消
滅
な
ど
に
伴
う
漁
業
補
償
に
つ
い
て
の
水
産
庁
通
達
で
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
通
り
と
承
知
し
て

い
る
。

（
�
）

昭
和
四
十
七
年
九
月
二
十
二
日
漁
政
部
長
通
達

「
埋
立
事
業
等
に
伴
う
漁
業
補
償
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、
組
合
は
関
係
す
る
組
合
員
全
員
の
同
意
を
と
っ

て
臨
む
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
。
」

（
�
）

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
三
日
漁
政
部
長
通
達

「
漁
業
協
同
組
合
が
組
合
員
の
漁
業
に
関
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
、
受
領
及
び
配
分
を
行
う
こ
と
は
、
組
合
と
い

う
社
会
的
公
益
的
組
織
体
の
存
立
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
り
、
組
合
の
行
い
う
る
業
務
に
は
含
ま
れ
る
と
解
す

る
。
ま
た
、
こ
の
組
合
に
お
い
て
、
関
係
海
面
に
お
い
て
も
漁
業
を
行
っ
て
い
る
組
合
員
か
ら
の
委
任
行
為
が
必
要

と
解
す
る
。
」

こ
れ
ら
の
通
達
を
前
提
に
す
る
と
、
水
産
庁
は
、
漁
業
補
償
の
契
約
締
結
、
請
求
、
受
領
、
配
分
に
つ
い
て
は
、
組
合
員

全
員
の
同
意
な
い
し
委
任
状
が
必
要
だ
と
の
判
断
を
有
し
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
そ
の
理
由
を
含
め
明
ら
か
に
さ
れ

一



た
い
。

二

河
川
に
お
け
る
内
水
面
漁
業
で
の
共
同
漁
業
権
を
土
地
収
用
法
に
よ
っ
て
一
部
収
用
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う

し
た
場
合
、
共
同
漁
業
権
の
権
利
者
は
知
事
か
ら
免
許
が
与
え
ら
れ
て
い
る
漁
業
協
同
組
合
と
考
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

漁
民
た
る
組
合
員
と
考
え
る
べ
き
か
、
水
産
庁
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


